
【申請者】
工事完了報告、工事完了の進達依頼

①

写真検査の場合は検査後二週間、現地検査の場合は検査完了
報告後一週間程度を目安に、都市計画課より進達書を配付し
ます。
※内容によっては、時間を要する場合があります。

②

③

④

【合志市】
検査

【申請者】
公共施設の検査完了報告

【合志市】
進達書

各公共施設管理者へ検査状況写真を一部ずつ提出し完了の確認
を行ってください。その後、都市計画課へ公共施設全ての検査
状況写真を１部提出してください。

現地検査もしくは写真検査を行います。現地検査の場合は、都
市計画課にて日程調整のうえ、各公共施設まとめて検査を実施
しますので、施工業者・設計者の立会いをお願いします。
写真検査の場合は、④の手順はありません。

都市計画課へ完了届一式を１部提出し、各公共施設管理者へ
完了届一式を１部ずつ提出してください。

【申請者】
工事完了届

⑤

許可権者（熊本県県北広域本部景観建築課もしくは熊本県
建築課）へ完了届一式に進達書を添えて提出してください。

⑥

【熊本県】
検査・検査済証の交付

⑦

【申請者】
寄附（帰属）申出

⑧

許可権者（熊本県県北広域本部景観建築課もしくは熊本県
建築課）にて検査が実施されます。その後、検査済証が発
行されます。

各公共施設管理者との協議結果に基づき、都市計画課へ
帰属（寄附）申出書一式を提出してください。
※詳細は市HP「開発行為に伴う寄附（帰属）申出について」参照

都市計画法第３６条に基づく
公共施設管理者の完了検査について

合志市都市計画課都市計画班 ℡ ０９６－２４８－３８５５

●公共施設管理者（全て合志市役所内の窓口となります）

建設課 市道、里道、水路等

農政課 農道、水路等

土地改良区 水路等

水道課 上水道

下水道課 下水道

安全安心課 消防水利、安全施設

環境衛生課 ゴミ置場

都市計画課（公園） 公園、緑地

合志市では、都市計画法第36条の規定に基
づく公共施設等管理者への工事完了報告は
各公共施設管理者へ直接提出していただい
ております。

手続きフローは下記のとおりとなります。

工事施工にあたっては、熊本県の開発許可
基準および各公共施設管理者の基準に沿っ
て、許可権者（熊本県）および各公共施設
管理者と十分に協議いただきますようお願
いします。

【申請者】
確定測量図等の提出

確定測量後、予定地番がわかる資料（確定測量図等）を
下水道課へ提出してください。一週間程度を目安に負担金等
の計算を行い、納付書を送付しますので、指定された期日ま
でに支払いをお願いします。
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